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１ はじめに 

発達障害のある人への支援は教示型・アセスメント中心

になりがちだが、「話を聴いてほしい」との当事者の声も

根強くあり、近年「語りの支援」の重要性が増している。 

2025年10月に始まる『就労選択支援』制度では、本人中

心の語りを出発点として、語りによって明らかになった本

人の価値観や希望を多職種で共有し、それに基づいた意思

決定支援を行うことが求められており、その実践が急がれ

ている。 

 

２ 目的 

本研究は、就労移行支援事業所においてキャリア構成イ

ンタビュー（CCI）を実施し、発達障害のある人の語りが

自己理解や職業的意思決定に与える影響を検証することを

目的とする。ここで言う「語り」とは、「経験の断片を

“自分の物語”として意味づける行為」と定義したい。語

りとは、単なる情報伝達ではなく、「私は誰で、何を大切

にしてきたか」を整理するプロセスである。発達障害のあ

る人にとっては、「正解を探す習慣」から、「主体的な職

業観」を発見するプロセスとなる。 

本研究では、CCIに加え、ワークサンプル幕張版

（MWS）、発達障害者専用アセスメントシート、他者視

点ワークといった既存の取り組みを併用し、語りの支援が

就労選択支援にどのように役立てられるかを検討する。 

 

３ 研究方法 

本研究では、就労移行支援事業所ウェルビー町田市役所

前センター（発達障害専門）に通所する20代の発達障害の

ある利用者４名を対象に、キャリア構成インタビュー

（CCI）を１回60分×２回実施した。CCIは、子ども時代

の思い出や憧れの人物、好きなストーリーなどをテーマに

対話を重ねながら、自分の価値観や大切にしてきたことに

気づいていくインタビュー手法である。面談の前後にはア

ンケートによる定量評価と自由記述による定性評価を行い、

語りの内容をもとにライフポートレート（支援員と利用者

が対話を重ねて共に作り上げる、“自己理解と職業的願望

を力強く言語化した個人の声明文”）を作成・提示した。

また、MWSによる作業能力の把握、発達アセスメント

シートによる特性の整理、他者視点ワークによる相互

フィードバックも併用し、語りの支援との相乗効果を検討

した。さらに、担当職員へのヒアリングも実施し、本人の

行動や意識の変化を多角的に評価した。なお、調査はすべ

て本人の同意を得て、倫理的配慮のもとで行っている。 

 

４ 結果 

(1) 定量的変化（アンケートスコア） 

CCI実施により、全参加者の自己理解・キャリア意識に

関するアンケートスコアが平均して５ポイント上昇した

（最小+２、最大+７）。一部項目で低下が見られたケース

もあったが、適性の再発見による不安の表出と解釈でき、

内省の深化を示す兆候といえる。 

図１ CCI実施前後のスコア変化（詳細） 

図２ CCI実施前後のスコア変化（個人＋全体） 

 

(2) 定性的変化（語りの展開） 

抽象的な問いへの抵抗を示していた参加者Aは、家族と

の記憶や好きな物語を語る中で語りが展開し、MWSアセ

スメントでは気づかなかった自身の職業興味・適性に気づ

くことができた。多趣味で自己の統合に悩んでいた参加者
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Bは、趣味を行う前後の行動を語ることにより、行動の背

景にある動機に気づき、自己変容につながった。また、物

事を推進する力がある一方で、抑制する内的会話がないこ

とへの気づきも得られることで、MWS訓練の中で疲労コ

ントロールを意識することができ、作業パフォーマンスが

向上した。質問の多くに正解を求め、「わからない」と戸

惑っていた参加者Cは、回を重ねることで語りが安定し、

自己理解が深まった。参加者Dは、自由に語ることにより、

自責的な語りから解放され、新たな希望を語り出す変化も

見られた。 

(3) グループインタビュー（相互承認と共感） 

CCIの最終段階として実施したグループインタビューで

は、他者の語りに触れることで自己理解がさらに深まった。

参加者からは「自分の話をこんなに深く聞いてもらえた経

験はなかった」「一人では見つけられなかった意味に気づ

けた」などの声が聞かれ、語りを通じた共感と相互承認の

空間が生まれた。 

(4) 職員ヒアリング（外部視点での変化） 

担当職員からは「以前より、面談場面で率直に話すよう

になった」「集団の中でも、自信を持って語るようになっ

た」「見たことのない一面を知れた」などの変化が報告さ

れた。語りの支援は、自己理解の深化にとどまらず、対人

関係や自己表現の向上にもつながることが示された。 

(5) 既存プログラム受講に与える影響 

MWSでは、職業適性への理解の深まりが動機づけとな

り、得意な作業、不得意な作業が顕在化した。またCCIで
内的会話が明らかになることにより、疲労コントロールへ

の意識が深まり、結果、作業パフォーマンスが向上した。

アセスメントシートでは配慮事項の言語化が促された。他

者視点ワークでは、他者からのフィードバックを受けた際、

過剰に落ち込むことなく、自分の特性を客観的に再認識す

る様子が見られた。 

 

５ 考察 

本研究では、発達障害のある若年者４名に対してキャリ

ア構成インタビュー（CCI）を実施し、語りを通じた自己

理解と職業的意思決定への影響を検証した。結果として、

定量的スコアの上昇や自由記述・職員所見からも肯定的な

変化が確認され、CCIの有効性が裏づけられた。 

CCIはマーク・サビカスが提唱する「物語としての自己

理解」を支える対話手法であり、語ること自体が自己を再

構成する営みである。参加者は断片的な経験に意味づけを

与える中で、自身の価値観や職業的関心に気づき、これま

でとは異なる視点で自分を捉えるようになった。たとえば、

Bさんは趣味を超えて本質的な動機に気づき、Dさんは自

責的な語りから「希望を語る自己」へと変化した。 

発達障害の特性を持つ参加者にとっては、抽象的な問い

かけに対する抵抗や不安がある一方で、具体的なエピソー

ドから語りを展開することで語りの場が成立しやすくなる。

第三者（職員）からのフィードバックや面談の回数を重ね

ることが、自己理解の深化につながることも確認された。 

また、語りによる変化は内面だけでなく、対人関係や自

己表現にも波及していた。職員からの所見やグループイン

タビューにおいて、参加者が他者と自分の語りを共有する

ことで、自身への理解や受容が進む様子が見られた。これ

は語りの支援が「わかってもらえない感覚」からの回復手段

となり、社会的自己の再構築を助けることを示唆している。 

 

６ まとめと今後の展望 

本研究の知見は、サビカスのキャリア構成理論や、発達

障害者支援におけるナラティブ的アプローチの実践的意義

と一致する。また、2025年10月より制度化される「就労選

択支援」においても、本人の語りを起点とする支援が重視

されることから、本研究はその実践モデルとして意義深い

ものである。 

一方で、少人数・短期間での調査であるため、結果の一

般化には限界があり、面談者の力量や関係性が成果に影響

を与える可能性もある。今後は、家族や職場を含めた多職

種による語り支援モデルの構築と、職業定着など長期的な

視点での検証が求められる。 

支援者である筆者自身も、本研究を通じて「支援の質」

を見直す契機となった。一人ひとりの語りを丁寧に聴く時

間は、筆者の支援観や姿勢を深め、支援者自身の成長にも

つながった。変化の芽は小さくとも、語りを起点にした支

援の継続が、当事者の未来に実質的な意味をもたらすこと

を信じ、今後も実践を重ねていきたい。 
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特例子会社における障がいのある社員に対する個別支援計画の実施 

－「働く態度の階層構造」理論に基づく社員育成 
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１ はじめに 

(1) 就労支援の意義 

 菅野1)は障がい者就労支援の意義として、『賃金の提供

や、生活する力を高めることで、社会的な自立をめざして

いる』と指摘し、社会的な自立をめざすために、知識や技

能に加えて、社会生活に必要な実践的な態度の形成に向け

た支援の必要性を述べている。 

態度とは、『ある対象に対して個人が反応や行動を決め

るための精神的な準備状態のこと』と定義されている。社

会生活をおくるうえでは、様々なひと・もの・ことがらに

向き合い、自らの行動を適切に選択していく必要がある。

社会生活における「態度」とは、変化の激しい現代社会に

おいて、自律的かつ多様な環境にも適応・順応しながら、

課題を解決するための「生きていくための力」としてとら

えることができる。 

一方で、障がいのある人（特に重度の障がいがある人）

のなかには、これまでの生活経験のなかで、うまく適応で

きなかったり、または周囲に依存しやすいことから、課題

解決に向けた「態度」が形成されづらい傾向がある。 

働く場では様々なひと・もの・ことがらに対する課題解

決の場面に直面し、それに向かい続ける「態度」が求めら

れる。障がい者の就労支援の意義とは、働く機会の提供や

所得保障にとどまらず、「働くこと（働くなかで自ら課題

を解決する経験をすること）」を通じた実践的な態度の形

成を促すことも重要であると考えられる。 

(2) 「態度の階層構造」理論 

菅野1)は学校教育の分野から、知的障がいのある生徒に

対する職業教育において育成が求められている「態度」を

階層構造として整理している。 

具体的には、人に向かい・働きかけに応じる姿である

「①感受性・応答性」を基礎とし、感情や行動をコント

ロールし活動に取り組もうとする「②自律性」、自ら肯定

的・能動的に活動に取り組もうとする「③積極性」、目標

の達成に向けて役割を果たそうとする「④責任性」、目的

の達成に向けて自らするべきことを見出しより良く取り組

もうとする「⑤柔軟性・多様性」、目的の達成に向けて仲

間と判断・責任を共有して取り組もうとする「⑥協調・協

力」の順番に６階層で構成されている（図１）。 

この「態度の階層構造」では、社会参加・社会的自立に

必要である、課題解決に向けた「態度」に関して、「支援 

図１ 態度の階層構造（菅野2015をもとに作成） 

 

者とともに課題解決をする」段階から、「主体的に課題解

決をする」段階、さらには「自ら他者に働きかけ、ともに

課題解決をする」といった段階までが体系的に整理・提示

されており、支援者が対象者の状況に応じた段階的な支援

を行っていくうえで有用な視座を与えることが期待される。 

 

２ 「態度の階層構造」理論に基づく社員育成の体系化 

(1) 「働く態度」の形成に向けた取り組みのリスト化 

 「態度」はあくまで『精神的な準備状態』であり、直接

的な指導・支援によって、態度の形成・変容を促すことは

難しいと考えられている。 

菅野1)は『態度とは知識・技能の定着と般化・応用とい

うとらえ方もできる（中略）わかること・できることの繰

り返しにより、達成の楽しみを経験し、この積み重ねに

よって、常にわかること・できることで反応するようにな

る。この状態像、「（いつも）している」が態度の形成と

考える』と述べている。 

つまり、態度形成は活動や作業の場における具体的な取

り組み（あるいは、そうした取り組みに必要な知識・技能

習得のためのトレーニング）を通じて、達成感を得ること

が重要であると考えられる（図２）。 

そのため、態度の形成に向けて、支援者は意図的な場面

設定をする必要がある。 

例えば、同じ作業内容であっても、「自律性」の態度の 
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図２ 態度形成に向けた取り組み 

 

形成を促すためには「支援者の指示・説明に従って取り組

む」場面が必要なのに対して、「積極性」の態度の形成は

「（支援者があえて距離を取ることで）自ら能動的に活動

に取り組む」場面を設定する必要がある。さらに「責任性」

については、対象者に役割を持たせ、それを遂行する機会

（経験）が必要であり、「柔軟性・多様性」は、ルーチン

の活動・作業だけではなく、ある程度イレギュラーな事象

が起こるなかで、自分で考え、臨機応変に対応したり、自

己改善を図るような機会を設定する必要がある。 

(2) 態度の階層に応じた育成・支援方法の検討 

態度の形成に向けては、障がいのある社員個々の業務内

容・業務目標を設定するだけでなく、その取り組みのなか

で支援者（ジョブコーチ）が「何を・どのように育成・支

援をするのか」を明確にする必要がある。 

活動・作業の方法や手順を理解するだけでは自立的に取

り組むことはできない。活動・作業の量や時間といった見

通しを持たせ、始まりから終わりまでの一連の動き（工程

間の準備・片付けなども含む）を理解することで初めて、

活動・作業に対する「積極性」を促すことができるのであ

る。また、「責任性」の態度の形成に向けては、活動・作

業における対象者の役割を明確にしたうえで、その進捗管

理の方法を理解することが必要であったり、「柔軟性・多

様性」の態度形成に向けては、活動・作業の優先度を理解

し、原因と結果の分析をするといった高度な思考力・判断

力が求められる。 

 一方で、上述のように「自律性」と「積極性」の態度の

形成に向けては同じ作業内容であっても、支援者の関わり

方・距離の取り方が変わってくる。当然、その上位階層で

ある「責任性」「柔軟性・多様性」「協調・協力」の態度

形成に向けては、支援者の対象者への関わり方はより限定

的になっていくが、ポイントを押さえたフォローやフィー

ドバックは必要である。このように支援者は対象者の態度

の形成段階に応じて、本人との関わり方（取り組み場面に

おける介入度）を意図的に調整することが求められるので

ある。 

そのため、当社では「態度」の階層と、それに向けた

「具体的な取り組み」に対応する、ジョブコーチの「指導

内容」「支援方法（介入度）」についても整理した。 

(3) 個々の障がい特性の理解に基づく支援 

 障がいのある人に対する「働く態度」の形成に向けて、

もう一つ重要なのが対象者個々の“障がい特性”の理解で

ある。ジョブコーチが知的障がいや発達障がいといった認

知・理解に偏りがある人に対して、本人の障がい特性を配

慮しないまま、育成・支援を行うなかで、「教えたのにそ

の通りにできないのは本人が不真面目だからだ」といった

判断をしてしまうことがある。 

しかし、実際には上述のとおり、活動・作業に取り組む

ためには、それを支える理解力・判断力も向上させていく

必要がある。このときに、対象者個々の認知・理解の特性

を考慮し、その人に合った指導方法や作業環境づくりを検

討することが重要である。 

 

３ 障がいのある社員の個別支援計画の実施と今後の課題 

(1) 個別支援計画の実施 

 当社ではこれまで述べてきた、「働く態度」の形成に向

けた育成・支援方法を整理・体系化し、社員個々の状況に

応じた育成・支援を計画的に行うための個別支援計画を作

成・実施している。 

この支援計画に基づき、ジョブコーチは対象者個々の育

成段階（態度の形成段階）と障がい特性に応じた、指導内

容・方法、作業環境作りを行い、社員個々に対して、定期

的な目標設定・進捗面談と、日々の業務の振り返りを行う

ことで、本人に対する意識づけ・動機づけを行っている。 

(2) 支援計画の一元管理の仕組みづくり 

個別支援計画の作成・進捗を一元管理するための専用の

社内イントラシステムを構築している。上述の社員個々の

目標設定や振り返りを行うための機能のほか、ジョブコー

チが支援の実施状況に関して記録・報告を行える機能も搭

載している。 

一方で、支援計画の進捗状況を視覚化し共有したり、育

成・支援のノウハウを蓄積・整理するといった、アウト

プットの仕組みづくりについては課題となっている。生成

AIの活用も含め、今後、検討していきたいと考えている。 

 

【参考文献】 
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部分的なマイノリティ性と就労上の課題の関連性について 
 

○藤本 英理子（町田市障がい者就労・生活支援センターりんく センター長） 

○田中 昭考 （町田市障がい者就労・生活支援センターりんく 主任） 

○竹村 恵子 （町田市障がい者就労・生活支援センターりんく 就労支援コーディネーター） 

 

１ 問題と目的 

障がい者の就労の定着については、継続して課題が報告

されてきた。例えば、障害者職業総合センター（2017）に

よると、一般企業における就職後１年時点の定着率は、

58.4％であったことが報告されている。梅永（2017）は、

発達障がい者の離職の要因として、仕事そのものの能力で

あるハードスキルだけでなく、職業生活遂行能力と呼ばれ

るソフトスキルの問題を指摘しており、同様の問題が弊所

の発達障害以外の障がい当事者においても発生している。 

弊所は町田市からの委託を受け、社会福祉法人つるかわ

学園が運営する就労・生活支援センターである。対象は知

的障がいおよび身体障がいのある方で、登録者の約８割は

愛の手帳を所持する知的障がいのある方である。2024年度

から、新規就労時のミスマッチや定着支援における情報不

足を課題と捉え、作業アセスメントを導入した。JEED開

発のアセスメントシート、ESPIDDを活用し、「作業検

査（フォーマルアセスメント）」と「聴取（インフォーマ

ルアセスメント）」の実施を徹底している。更に、就労に

おけるソフトスキル面のアセスメントが可能である

BWAP2も導入した。本研究は、深刻な就労課題が見られ

た身体障害者手帳のみを所持する方の事例において、

BWAP2及び聴取の内容について整理を行い、支援の在り

方を検討することを目的とする。 

  

図１ 登録者状況 

 

２ 方法 

(1) BWAP2を活用したアセスメントの概要 

弊所では、BWAP2を就職前のアセスメントに加え、就

職後の定着支援にも有効に活用している。具体的には、弊

所職員による評価に加え、日常的に対象者と接している企

業の上司にもBWAP2による評価を依頼し、マネジメント

者としての評価を数値化し、最終的にこれらのデータを取

りまとめ、グラフ化によって「見える化」を行い、本人・

ご家族・企業に対してフィードバックを実施している。 

(2) 対象 

近年、身体障害者手帳のみを所持する方からの相談が増

加しているが、BWAP2導入後に対応した深刻な就労課題

を抱える20件のうち７件がそれに該当していた。この７名

に共通する特徴は以下のとおりである。 

①病弱児として成育（脳性まひ２名、排泄障がい｟小児

がん/脊髄損傷｠２名、良性脳腫瘍２名、臓器移植２名）、 

②特別支援学校や院内学級に所属、③採用選考に実地検査

が含まれていない、④採用決定後に弊所に登録 ⑤健常者

の中に単独で配属。 

(3) 手続き 

深刻な就労課題が見られた事例について実施した

BWAP2の結果及び、企業の担当者への聴取について整理

を行った。 

(4) 倫理的配慮 

情報の取り扱いにおいては、事前に個人情報の取り扱い

同意書を得たうえ、BWAP2及び聴取の実施前に、当該ア

セスメントの目的など説明を行い実施している。 

 

３ 結果 

(1) BWAP2と聴取の結果について 

共通の課題は企業からの「コミュニケーションが困難」

との相談であり、いずれの事例においてもBWAP2におけ

る対人関係領域のスコアが著しく低かった。 

就労前の段階では企業側は支援について、物理的環境へ

の合理的配慮（バリアフリー化など）で十分と判断してい

た。しかし、実際には就労後１か月ほどで人間関係の不調

が表面化し、３か月程度で支援要請となった。企業からは

「発達障がいの可能性」を理由に心理検査や受診を求めら

れることもあったが、本人や家族が強い拒否感を示すこと

が多く、企業との関係が悪化することも少なくなかった。

受診に至っても、主治医が発達障がいの可能性を強く否定

し、企業側の理解不足を指摘したことで、医療機関との連

携が困難になるケースもあった。 

(2) アセスメントに基づく介入について 

一方で、BWAP2を活用し、課題の可視化を通じて「職
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場ルールの明示」や「キーパーソンの設置」などの支援を

導入することで、状況が改善したケースもあった。また、

転職後に「非常に優秀な人材」として高く評価されたケー

スも見られた。こうした職場に共通していた特徴は以下の

とおりであった。①障害のある従業員が複数配置されてい

る、②雑談の機会が構造化されている、③報告・連絡・相

談の手段が多様で特定の方法に限定されていない（対面面

談、日誌、チャットなど）、④年間行事が実施されている

（バーベキュー、スポーツ大会など） 

 

４ 考察 

本研究の対象者は身体障がいのある方であり、共通点と

して、病弱児として特別支援学校や院内学級に所属してい

た経験を有する。そのため、集団の中での対人関係の機会

が限られていた教育環境による経験の不足が予想された。 

BWAP2導入時に翻訳を担当した高橋幾氏に結果の解釈

について「対人関係の評価が極端に低い身体障がい者につ

いては、教育環境の影響を受けた社会経験の不足に起因す

るマイノリティ性への配慮が必要なことがある」との助言

を得ている。病弱児の中には、日常生活において様々な制

限や管理が継続的に必要なことがあり、その結果として、

学業の遅れ、自己肯定感の低下等の問題が生じる可能性が

報告されている（小野他、2011）。継続的な制限や管理に

さらされる中で、他者との関わりにおける経験が不足する

ことは何ら特別なことではなく、起こりやすいこととして

適切に支援していくことが重要であろう。また、星加

（2003）は「誰もがマイノリティ性を秘めており、それが

表出する状況は環境によって変化する」と述べている。マ

イノリティ性は環境との相互作用によって困難となるので

あり、環境ごとの実態把握が必要と考える。 

石田（2023）は、小児がん経験者にみられる晩期合併症

について以下のように述べている。「小児がん治療の進歩

により長期生存が可能となった一方、晩期合併症のリスク

が明らかになり、長期フォローアップや成人移行支援の重

要性が増している」。「成長・発達への影響：身長、骨

格・筋・軟部組織、知能・認知、心理的・社会的成熟、性

的成熟」。これらのことは、他の疾患でも共通していえる

ことであり、長期的な支援及び発達に合わせた移行期にお

ける支援の視点も重要であると考える。 

さらに、身体障がいのある弊所登録者は全体の約13％に

とどまっている。加えて、ハローワークの令和６年度統計

によれば、新規求職者数は154名であり、そのうち就職者

は54名である。弊所における令和６年度の身体障がいのあ

る新規登録者は９名（全体の14％）であり、特別支援学校

の新卒者においては、2020年以降、肢体不自由のみの方の

登録は無い状態である。これらの事実を踏まえると、支援

につながらないままソフトスキルの課題に直面し、苦労し

ている本人や企業が、相当数存在していると想定される。 

以上により、本研究では以下の２つの支援の視点の重要性

が明らかになった。 

まず、ソフトスキルへの支援の視点である。身体障がい

者で背景要因が疾患である場合に、就労における合理的配

慮は、物理的環境だけでなく、コミュニケーション面等の

ソフトスキルへの支援がより優先される場合がある。 

次に、長期的な支援及び発達に合わせた移行期の支援の

視点の必要性である。合理的配慮を検討する際は、マイノ

リティ性と環境との相互作用によって困難がどこで顕在化

するかを予測できないという前提を持つことが重要であり、

そのために環境ごとの実態把握が重要であると考える。支

援者は、診断名や手帳の種別など形式的な情報にとどまら

ず、作業観察を通して対象者のコミュニケーション支援

ニーズを丁寧にアセスメントし、本人の自己評価と照らし

合わせながら就職活動のステップを進めていくことが求め

られる。堀込（2012）によれば、「脳が受けた障害範囲が

広いと合併障害も見られる場合があり、知覚や認知の機能

障害などが現れるケースもある」、「面接などでは本人の

障害特性とコミュニケーションについて事前に事業主に紙

面で伝えておくのも一手である」とあるように、企業にお

いても障害種別によらず、実際の業務の疑似体験を行う機

会の提供や選考時の実地検査を行うことでミスマッチを防

ぐ有効な手段となり得るのではないか。 

弊所で導入している「BWAP2」は、支援ニーズを可視

化できる有効なツールであり、支援者と本人の共通理解を

促進する手段として使用していきたい。また、登録者及び

企業との共通支援目標を設定するうえでも今後も活用を継

続していこうと考えている。 
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「在職中又は休職中の発達障害者に対する作業管理支援」の改良 
～汎用性を高めるための試み～ 

 

○小松 成美（障害者職業総合センター職業センター 上席障害者職業カウンセラー） 

上村 美雪（障害者職業総合センター職業センター） 
 

１ はじめに 

障害者職業総合センター職業センター（以下「職業セン

ター」という。）では、知的障害を伴わない発達障害者を

対象としたワークシステム･サポートプログラム（以下

「WSSP」という。）の実施を通じて発達障害者に対する

各種支援技法の開発・改良を行っている。本発表では令和

６年度から取り組んでいる「在職中又は休職中の発達障害

者に対する作業管理支援」の改良について中間報告を行う。 

 

２ WSSPの概要 

WSSPでは、受講者個々の特性、職業上の課題などにつ

いて詳細なアセスメントに基づき、職場で適応するための

スキル付与のため、「就労セミナー」「作業」「個別相談」

を連動させた13週間のプログラムを実施している。 

就労セミナーで得た知識やスキルを作業場面で試行し、

その結果を個別相談で振り返り、より効果的なスキルの実

行方法等に関する気づきや考察を経て、再度、作業場面で

試行するといったサイクルを基本としている。 

 

３ 作業管理支援とは 

障害者の職場定着においては環境調整や職場の配慮が重

要であるが、多少のマルチタスクは避けられないことが多

く、本人の作業管理能力の向上を目指す取組が必要となる。

このため、令和３年度に職業センターにおいて、発達障害

者の作業管理能力を実行機能の側面からアセスメントし、

個々の特徴に応じたマルチタスクなどの対処方法を検討す

るための支援技法として、作業管理支援を開発した。 

本支援技法では、「指示を受ける」「期限内の作業完了

に向けた計画を立てる」「作業を実施する」「作業後の結

果を確認する」「指示者へ結果を報告・相談する」といっ

た一連の工程を的確に処理しながら、与えられたタスクを

実施することを「作業管理」と定義している。また、適用

対象者としては、就職後にマルチタスクへの対処能力の低

さなどに起因して発達障害の診断を受けた場合など、現に

発達障害者自らが困り感を抱えており、職場への適応上の

課題を軽減するうえでの緊要度を鑑み、在職中又は休職中

の者を主な対象として開発された経緯がある。 

作業管理支援の工程には３つのフェイズを設定しており、

フェイズ１を準備段階とし、フェイズ２及びフェイズ３に

おいて「作業管理課題」を実施する。なお、フェイズ１の

詳細は後述の「５ 作業管理支援の改良のポイント」に記

載する。 

ここでの作業管理課題は、ワークサンプル幕張版（以下

「MWS」という。）などを活用し、完成形や完成形に至

る手順を自ら見出す力が要求される課題を組み合わせた最

大７種の課題で構成されており、これを５日間かけて実施

するものである。対象者は課題ごとに設定された締切り日

時までに、すべての課題を完了することが求められている。 

また、フェイズ２で明らかになった改善が望まれる事項

について、その対処方法を検討のうえフェイズ３を実施し、

その効果を検証するという取組が行えるようにしている。 

さらに、フェイズ２及びフェイズ３の実施過程において、

支援者が使用する「行動観察シート」と対象者が使用する

「ふりかえりシート」の２種類のシートを作成し、これら

のシートを活用して作業管理課題の取組状況を支援者とと

もに振り返り、作業管理上の強みや改善事項の整理、対処

方法の検討などにつなげていく。 

WSSPにて作業管理支援を実施した受講者からは、「メ

モをとったり、作業を見直したりすることは身についてい

ると感じた」など自身の強みや習得の状況を実感できたり、

「苦手な計画立ての際には、タイマーやふせんなどを使っ

た工程表の使用が有効だった」など苦手なことへの対処方

法の検討ができたといった声が聞かれている。 

 

４ 改良の背景 

令和６年度、地域障害者職業センター及び広域障害者職

業センター（以下「地域センター等」という。）を対象に、

作業管理支援を実施しているかアンケートを行ったところ、

図１のような結果であった。 

 

 

 

 

 

 

作業管理支援を実施したことのある地域センター等から

は、「会社にわかりやすく配慮事項を整理して伝えること

ができた」「実行機能のどの点に課題があり、どのような

対処方法が考えられるか、具体的な相談ができるように

なった」などの効果を感じられる内容が確認できた。また、

図１ 地域センター等アンケート結果 

－ 50 －



「発達障害者以外にも、実行機能に課題がある対象者へ実

施したい」などの改良を期待する声もあった。 

一方で、実施に至っていない地域センター等からは「ス

タッフ間で実施手順や実行機能の下位概念について理解す

るなど、実施のための十分な準備ができていない」といっ

た意見が散見された。そのほか、「短期間やスポット的な

利用者の場合、作業管理支援を規定のスケジュールどおり

実施することが難しい」との声もあり、これらの地域セン

ター等からの意見をふまえ、改良に取り組むこととした。 

 

５ 作業管理支援の改良のポイント 

(1) 適用対象者の拡大 

 作業管理支援は前述のとおり、在職中又は休職中の発達

障害者を対象として開発したが、マルチタスクへの対処能

力など実行機能の側面から作業管理能力を把握するととも

に対処方法の習得は、精神障害者や高次脳機能障害などの

認知機能の障害のある者に共通する課題であり、また、在

職者のみならず、課題が大きく顕在化していない新規求職

者においても職場での適応力を高めるうえで効果的な取組

みであると考えられる。このため、今回の改良においては、

作業管理支援の対象を発達障害者に限定せず、また、求職

者から在職者まで広く活用できることを目指している。 

 適用対象者の拡大を検討するうえで特に注目したのは、

フェイズ１の実施方法である。作業管理課題を取り組む前

の準備段階であるフェイズ１は、作業管理に関する基礎的

な知識・スキルの習得を図る期間としている。これにより、

フェイズ２以降の課題にまったく対応できないという失敗

体験やモチベーションの低下につながるような事態を回避

する目的がある。 

 実践報告書１）ではフェイズ１について、作業管理に関

する基礎的な知識・スキルについて、MWSの実施方法の

習得のほか「質問、確認、メモとり、情報の補完などに関

する知識やスキルの習得」としているが、取組方法の詳細

にまでふれられていない。このため、例えば、精神障害者

やうつ傾向のある高次脳機能障害者に作業管理支援を実施

する場合、フェイズ２以降で過度な負荷とならないように

するための留意事項や逆に高負荷の課題に臨むにあたって

気分や体調の崩れが生じることがないよう、生活リズムの

構築やリラクゼーションに関する知識などを付与する機会

とすることも必要と考える。また、就労経験がない求職者

の場合、実際の就労場面をイメージしづらく、作業管理課

題の実施に意義を見出しにくいことも想定されるため、丁

寧なオリエンテーションを通じて目的意識をもって作業管

理課題を行えるようにすることが必要と考える。 

こういった作業管理支援の適用対象者の拡大を図るため

のフェイズ１における取組のポイントについて、整理する

こととした。 

(2) 実用性の向上 

 また、地域センター等において、実際に作業管理支援を

実施することへのハードルを下げるとともに、活用の幅を

広げるための検討を行っている。 

作業管理支援を実施する主目的は、実行機能の視点を用

いたアセスメントと対処方法の獲得にある。そのための仕

組みの一つとして、対象者と支援者、それぞれの見立てに

ついてすり合わせを行うことで、行動の強化や課題により

即した対処方法の習得につながるよう行動観察シート及び

ふりかえりシートを活用した相談を行う構成としている。 

この相談の過程においては、対象者が自らの行動や思考

を振り返り、自身の強みや課題への対処方法を主体的に検

討・実践できるような支援者のかかわりが重要である。振

返りの仕方によっては、対象者が「できないことばかり

だった」など、ネガティブな感想に終始してしまう可能性

も考えられる。このような結果を防ぎ、できたことに目を

向けるとともに、「どのようにすればできたか」という気

づきを促し、対処方法の検討に結びつけやすくすることを

目指し、行動観察シート及びふりかえりシートの改良に取

り組むこととした。あわせて、対象者自身が自己効用感を

感じられるよう振返りの進め方についても改良を加えるこ

ととしている。 

 その他、作業管理支援の部分的実施、ジョブコーチ支援

における行動観察シートの活用など、規定の作業管理支援

に限定されない柔軟な取組について、事例をもとにその実

施方法や留意点などについても整理し、紹介することとし

ている。 

  

６ おわりに 

 マルチタスクの遂行など作業管理上の困難さは、業務の

抱え込みによる疲弊や職場内の人間関係の悪化などに波及

し、うつ病などの二次障害の発症につながる可能性もあり、

職場定着を目指すにあたって重要な視点であると考える。

このため、作業管理支援の汎用性を高め、必要な方に広く

実施していけるよう、今後も改良を進めて参りたい。なお、

現在の改良の取組については実践報告書にとりまとめ、令

和７年３月に発行する予定である。 
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施設の特徴を生かしたライフスキル向上の実践 
～職業センター宿泊棟セルフマネジメントセミナーについて～ 

 

○小沼 香織（障害者職業総合センター職業センター 上席障害者職業カウンセラー） 

土井 徳子・坂本 佐紀子・吉川 俊彦・鴨井 はるみ（障害者職業総合センター職業センター） 
 

１ はじめに 

障害者職業総合センター職業センター（以下「職業セン

ター」という。）では、各種支援プログラムの実施を通し

て先駆的な職業リハビリテーション技法の開発・普及を実

施している。職業センターの支援プログラムは全国の地域

障害者職業センター等から受講者を募集しており、遠方の

方や、体力や認知機能の低下、経済的な事情等により日々

の自宅からの通所が困難な方等でもプログラムの利用がで

きるように宿泊棟を併設している。 

宿泊棟は、生活指導員、看護師資格を有するナイトケア

ワーカー等の職員が常駐し、日中に行っている支援プログ

ラムと並行して、健康で安定した職業生活を送るためのき

め細かな生活支援を実施している。その中で、「食事」

「運動」「睡眠」をはじめとした生活習慣の改善や、スト

レス・疲労への対処方法の習得等、ライフスキルの向上が

必要な利用者が確認された。そのため、令和３年度より従

来の日常生活支援に加えて「宿泊棟セルフマネジメントセ

ミナー」（以下「セミナー」という。）を実施し、支援の

拡充を図ることとした。本発表ではセミナーの概要、事例

等について報告する。 

 

２ セミナーの概要 
(1) 目的 

 宿泊棟利用者が就職または復職後に自分自身の気分や体

調の安定を図るために、その基盤となるライフスキルを向

上させることを目的とする。 

(2) 対象者 

 宿泊棟利用者及び通所のプログラム受講者のうち、支援

計画においてセミナーを実施することが適当だと判断され、

本人も受講を希望した者。 

(3) 支援者の体制 

 生活指導員による進行役１名、板書・進行補助役１名の

計２名体制で実施。 

(4) セミナーの構成 

 セミナーは、職業センターが発行している支援マニュア

ル№20「気分障害等の精神疾患で休職中の方のための日

常生活基礎力形成支援～心の健康を保つための生活習慣～」

及び支援マニュアル№26「職場適応を促進するための相

談技法の開発～ジョブコーチ支援における活用に向けて～」

で開発したツールを基に、一部改変したものである。表１

に示したとおり、オリエンテーション、講座Ⅰ～Ⅴ及び習

慣化ミーティングによって構成する。 

講座Ⅰ～Ⅴではテーマに沿った知識付与を行い、講座Ⅴ

「習慣化のコツ」の中で、受講者は自分にとって適当と思

われる行動目標について考え、設定する。その後、週に１

回実施する習慣化ミーティングで行動目標の取組状況につ

いて、受講者同士で意見交換を行う。また、セミナーの最

後にリラクゼーション演習を行い、講座Ⅳ「セルフケアに

ついて」で紹介するアロマテラピーやマインドフルネスな

どの様々なリラクゼーション法を体験する機会としている。 

表１ セミナーの構成 

講座名 内容 時間 

オリエンテーション セミナーの目的と方法 30分 

講座Ⅰ 食事について  

講義 

意見交換 

リラクゼーション演習 

 

 

各60分 

講座Ⅱ 運動について 

講座Ⅲ 睡眠について 

講座Ⅳ セルフケアについて 

講座Ⅴ 習慣化のコツ 

習慣化ミーティング 

 

３ セミナー終了後のアンケート調査の結果 

(1) アンケート調査の対象者 

 令和４～６年度にセミナーを受講した 25 名（高次脳機

能障害者11名、発達障害者14名、回答率100％） 

(2) アンケート調査の内容 

アンケート調査の項目は、表２のとおりである。 

表２ アンケートの項目 

(3) アンケート調査の結果 

ア 受講者全体の傾向 

図１に示したとおり、アンケート項目１では約半数の受

講者が行動目標で「運動」を選択した。アンケート項目２

では、約 90％の方が生活習慣や気分・体調の改善に効果

を感じていることがわかった。また、アンケート項目３、

４では、80％以上の参加者が取組について「習慣化した」

と感じており、今後も取組を「続けたい」と回答した。 

１．どのような行動目標に取り組みましたか 
(1)食事 (2)運動 (3)睡眠 (4)セルフケア 

２．生活習慣や気分・体調の改善に効果がありましたか 
(1)効果があった (2)まあまあ効果があった (3)効果がなかった 

３．目標にした生活習慣が習慣化したと思いますか 
(1)習慣化した (2)どちらでもない (3)習慣化しなかった 

４．目標とした生活習慣をこれからも続けたいと思いますか 
(1)続けたい (2)どちらでもない (3)続けたいと思わない 
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図１ 受講者アンケートの結果 

イ 障害群による傾向 

各アンケート項目における回答について、障害群（発達

障害又は高次脳機能障害）との間に関連が見られるかどう

か検討するため、χ２検定を実施したところ、項目１（行

動目標：運動か運動以外（食事、睡眠又はセルフケア））

において有意となった（χ２(1)＝5.026 ｐ＜.05 φ＝

0.448）。さらに、残差分析の結果、運動については高次

脳機能障害が有意に多いこと、及び運動以外については発

達障害が有意に多いことが示された（表３）。 

表３ 障害群と行動目標 

 *ｐ＜.05 **ｐ＜.01 

運動     運動以外 

発達障害(n=14)      4**      10** 

高次脳機能障害(n=11)   9**      ２** 

χ２(1)＝5.03 ｐ＜.05 φ＝0.45 

 

４ セミナーの実施事例 

発達障害者及び高次脳機能障害者のセミナーの実施事例

について、表４及び表５のとおり示す。 

表４ セルフケアの習慣化を図った発達障害者の事例 

概要 Aさん、発達障害、30代、男性 

目標 「セルフケア」毎日昼休憩中に呼吸法を行う 
支 援
の ポ
イ ン
ト 

①講義での知識付与 
・自分の生活習慣を振り返る中で、改善したいことを整理
し、行動目標を考えることができた。 

②習慣化ミーティングでの共有・励まし 
・心身の状態のセルフモニタリングが苦手だった。 
・昼休憩に呼吸法を行い、以下の効果を感じた。 
作業中の気分状態の改善および眠気の減少 
生活リズムの改善、食欲の増進 

・習慣化ミーティングで取組状況を共有したことにより、行
動目標達成への意欲が向上。 

効果 セルフモニタリングスキルの向上 
取組の記録、習慣化ミーティングでの振り返りを行うことに
より、Ａさんが自身の心身の状態を客観的に把握するスキル
を高めることができた。 

感想 「心身の変化を感じ、自信が出てきた」 

表５ 運動の習慣化を図った高次脳機能障害者の事例 

概要 Bさん、高次脳機能障害、50代、男性 

目標 「運動」毎日5000歩以上ウォーキングをする 

支 援
の ポ
イ ン
ト 

①習慣化ミーティングでの助言 
・病前の状態への回復を望む気持ちが強く、現状の取組に納
得いかない様子があった。 

・他の受講者からの助言を参考にして、スモールステップで
取り組みたいと発言するようになった。 

②支援プログラムのスタッフとの情報共有 
・支援プログラムのスタッフと宿泊棟の生活指導員で支援プ
ログラムや宿泊棟の様子を情報共有した。 

・不安を感じやすいが「今取り組むこと」「できていること」
に目を向けると落ち着く傾向を把握。 

・目標を達成できなかった際に、生活指導員と「できていた
こと」を振り返り、Ｂさん自ら行動目標を考え直し、取組
を継続できた。 

効果 現状に対する受容の促進 
行動目標への取組や他者からの助言を受け、無理のない「今
の自分に適した目標」を考えられるようになった。 

感想 「達成感があり自信になった。取組を続けたい」 

 

５ まとめ 

受講者アンケートの結果や講座及び習慣化ミーティング

の実施状況から、受講者の中にはセミナーの受講により生

活習慣が改善したと感じたほか、自律的に生活を整えてい

く意識が育まれ、今後も取組を継続したいと感想を述べる

方が多数いた。セミナーで自ら考えた行動目標を実行し、

他者からフィードバックを得て自ら行動目標を見直すとい

う一連のプロセスを繰り返し行い、目標を達成する経験を

重ねることで、自己効力感が高まり、受講者の主体的な行

動の促進に一定の効果があったものと考える。また、事例

のようにセミナーと併せて、障害特性等、必要に応じてきめ

細かな目標設定に係るフォローや実施状況のフィードバック

等を行うことが、受講者のモチベーションを維持する上で重要

であると考える。今後は、より多くの受講者を対象としたセ

ミナーの実施を通じて、知見の蓄積を図るとともに効果的

な実施方法について検討を重ねていきたい。 
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